
令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 クリアーポケット

（Ｂ６） ほか 34件 
別紙内訳書のとおり   令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 

 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 ジェットストリーム３色 

ボールペン（０．５ｍｍ グ

レージュ） ほか４５件 
別紙内訳書のとおり   令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 

 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 スティックシュガー 

ほか 6件 
別紙内訳書のとおり   令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 

 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 Ａｐｐｌｅ ＭａｃＢｏ

ｏｋ用セキュリティ（ｅ

セキュリティ）ほか３件 
別紙内訳書のとおり   令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 ポータブル電源 

７０８ ほか 3件 
別紙内訳書のとおり   令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 

 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 ラッシュＬＢＤダッフル 

マイク（カンガルー）  

ほか 2件 
別紙内訳書のとおり   令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 

 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 カメラレンズフィルター（バ

リアブルＮＤ Ｉｎｉｔｉ

ａｌ ６７ｍｍ） 
０１４３３２ EA 1 令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 ナイロンオープンスリング

２６ｍｍ（２４０ｃｍ）  

ほか 3件 
別紙内訳書のとおり   令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 

 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 スマートフォン 

充電器 

Ａｎｋｅｒ ＰｏｗｅｒＷａｖ

ｅⅡＳｔａｎｄ 同等品以上 
UN 4 令和６年３月２９日 

2 ＬＡＮアダプター 
Ｉ・Ｏ ＤＡＴＡ ＥＴＧ－Ｕ

Ｓ３ＴＣ 同等品以上 
UN 4 令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

（5） 同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、６年３月１２日（火）１２時００分まで

に承認を受けたもののみを同等品と認定する。必要に応じてカタログ等の写しも添付するものとす

る。 

 



７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月５日 

見積依頼書 

業者各位 

                    分任契約担当官 

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

                      第３３４会計隊長  松本 真一 

１ 品名等 

番号 品   名 規   格 単 位 数 量 納    期 

1 医療用酸素 ０．３㎥ PC 1 令和６年３月２９日 

２ 見積提出期限   令和６年３月１２日 １３時４５分 

３ 保証金等 

（1） 契約保証金：免除 

（2） 違約金 

   ア 落札者が契約を結ばないときは見積金額の５/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

  イ 契約者が契約を履行しないときは契約金額の１０/１００以上の金額を違約金として徴収する。 

（3） 履行遅滞賠償金 

   天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場 

合には、遅延１日につき契約金額の 1/1000の金額を賠償金として徴収する。 

４ 見積条件 

  落札決定は、予定価格の範囲内で、総額にて決定する。 

５ 見積の無効 

（1） 見積金額が明瞭でない場合 

（2） 見積者が識別しがたい場合 

（3） その他本条件に違反した者の見積 

（4） 見積者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積者が 

提出した見積書を無効とする。 

６ その他 

（1） 見積書は提出月日までに到着するように提出してください。 

（2） 納品（または履行）に要する一切の費用を金額（単価）に含めて見積して下さい。 

（3） 見積書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見 

積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

（4） ＦＡＸでも構いませんが、その場合原本を後日郵送するよう御願いします。 

   ＦＡＸを送信の場合でも代表者印を押印若しくは担当者の氏名連絡先を記載してください。 

７ 連絡先住所  

栃木県宇都宮市茂原１－５－４５ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 

  第３３４会計隊 契約班 担当：関口         

  ＴＥＬ ０２８－６５３－１５５１（内３５２） 

  ＦＡＸ ０２８－６５３－１５５６（直  通） 

 


